
 

 

 

マルハニチログループ水産物調達方針 
 

 

（１） マルハニチログループは「マルハニチログループ調達基本方針」に基づき、持続可 

能性に配慮した水産物の調達を目指します 

 

（２） 調達する水産物の漁獲・収獲時期、エリア、漁船等のトレーサビリティを確立しま 

す 

 

（３） 各国や地域漁業管理機関（RFMOs）等の法律や規制に従い漁獲・収穫され、適切に 

報告された水産物を調達し、IUU 漁業に関わっていないことを確認します 

 

（４） 水産物を調達するサプライチェーンにおいて、強制労働・児童労働等の人権侵害に 

関わっていないことを確認します 

 

（５） 国際的な認証（MSC 認証、ASC 認証など）を取得した持続可能な漁業および養殖 

業により生産された水産物の積極的な取扱を推進します 

 

（６） 本調達方針に適合する水産物の調達に関する目標、取組みの進捗を定期的に報告し 

ます 
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